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船舶事故調査報告書 

 

                               令和３年６月２３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和２年８月３日 ２１時２８分ごろ 

発生場所 広島県呉
くれ

市上
かみ

蒲刈
かまがり

島北方沖 

安芸川尻
かわじり

港中港３号防波堤灯台から真方位１５０°２海里（Ｍ）付 

近 

 （概位 北緯３４°１２.２′ 東経１３２°４３.１′） 

事故の概要 プレジャーボート第７和美
か ず み

丸は、北北西進中、また、漁船 柳
やなぎ

丸

は、東南東進中、両船が衝突した。 

柳丸は、甲板員が死亡し、右舷船尾部外板の破口等を生じ、また、

第７和美丸は、船首船底部外板に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過 令和２年８月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ プレジャーボート 第７和美丸、４.２トン 

ＨＳ３－３６６７７（漁船登録番号）、個人所有 

１０.８０ｍ（Lr）×２.５０ｍ×０.８０ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、１５４.５kＷ、昭和６３年７月２５日 

第２７０－４７７１９号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 漁船 柳丸、１.０トン 

ＨＳ３－３７４３４（漁船登録番号）、個人所有 

   ６.１７ｍ（Lr）×１.９１ｍ×０.７２ｍ、ＦＲＰ 

  ガソリン機関（船外機）、１２８kＷ（動力漁船登録票によ

る）、平成６年５月２４日 

第２７０－３５０９６号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ６６歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成９年９月３０日 

免許証交付日 平成３０年６月４日 

           （令和５年８月１３日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ ４５歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 
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    免許登録日 平成９年９月１９日 

免許証交付日 平成２８年９月２１日 

           （令和４年９月１８日まで有効） 

  甲板員Ｂ ６１歳 

死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 死亡 １人（甲板員Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首船底部外板に擦過傷 

Ｂ 右舷船尾部外板に破口及び左舷船尾部に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風速 約１.７m/s、視界 やや不良 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の末期 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、知人１人を乗せ、釣りの目的

で、令和２年８月３日１８時００分ごろ呉市川尻港の係留場所を出航

し、２人が呉市蒲刈町田戸
た ど

北西方沖で釣りを行った後、法定灯火を表

示し、２１時２６分ごろ帰途についた。 

船長Ａは、船橋前部のひさしの上に腰を掛け、ダイヤル式の操舵リ

モコンを持って操船に当たり、田戸沖で安芸川尻港中港３号防波堤灯

台（以下「本件赤灯台」という。）の赤い灯火を針路目標とし、川尻

港に向けて約１７～１８km/h の速力（対地速力、以下同じ。）で手動

操舵によりＡ船を北北西進させた。 

船長Ａは、２１時２８分ごろ、突然衝撃を感じ、Ａ船の船首部がＢ

船の右舷船尾部に衝突して乗り上げていることに気付き、２１時３０

分ごろ海上保安庁に本事故の発生を通報した。 

Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板員Ｂが乗り組み、刺し網漁を行う目的で、

２０時００分ごろ、両色灯を表示し、呉市呉港広区阿賀
あ が

の係留場所を

出航し、船長Ｂは、同港沖で刺し網漁を行ったが、漁獲が思わしくな

かったので、呉市豊
とよ

島周辺で一本釣りを行うこととし、同港沖を発進

した。 

Ｂ船は、船長Ｂが船体中央部よりやや後方の左舷側に設置された操

縦台の後部の両舷に渡した歩み板に、甲板員Ｂが右舷船尾甲板に、そ

れぞれ腰を掛けて、約２５ノットの速力とし、上蒲刈島北西方沖を手

動操舵で上蒲刈町宮盛東方沖の陸岸の約１００ｍ沖を針路目標として

東南東進した。 

船長Ｂは、後方にいた甲板員Ｂから「あぶない。」との声を聞いて

後ろを振り返り、同人が指さした右舷船首方を身体を横にずらして見

たところ、至近にＡ船を視認し、Ｂ船の機関及び舵を操作して右旋回

させようとしたが効なく、Ａ船と衝突し、Ａ船の船首部がＢ船の右舷

船尾部に乗り上がってＢ船が、右舷側に傾いた。 

 船長Ｂは、甲板員Ｂの姿が見えないことに気付き、Ｂ船上から声を

掛けながら海面を船長Ａと共に探したものの発見できず、やがてＢ船

が右舷側から流入した海水により転覆したのでＡ船に乗り移った。 
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甲板員Ｂは、海上保安庁の巡視船、ヘリコプター及び僚船により捜

索され、１０日０７時１５分ごろ、安芸灘大橋の西方約３００ｍ沖で

漂流しているところを海上保安庁の巡視船に発見されて収容され、医

師により、外傷性ショックによる即死の疑いで、推定死亡時刻が８月

３日２１時２８分ごろと検案された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 船長Ａは、船橋内からは、本事故当時設置していたオーニングによ

り船首方に死角が生じるので、船橋前部下側のひさしの上に腰を掛け

て、操船を行っていた。なお、同位置からはレーダーは、画面の視認

はできなかった。（写真１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 船長Ａの操船位置及び本事故後に増設した箇所 

船長Ａは、他船が以前、川尻港沖に造船所が設置していた係船ブイ

（以下「本件係船ブイ」という。）に衝突したことを聞いたことがあ

ったので、右舷船首方の本件係船ブイに接近しないように、本件赤灯

台に針路を向けることに意識が向いていた。 

船橋内に戻った船長Ａは、レーダーを０.１２５Ｍレンジで作動さ

せ、田戸沖を発航する前にレーダー画面を見たときは、Ｂ船はレンジ

内に入っていなかったので確認できなかった。 

Ａ船に乗船していた知人は、左舷船尾の甲板上に置かれていたクー

ラーの上に腰を掛けて、右舷方を向いてスマートフォンの操作をして

おり、Ｂ船には衝突するまで気付いていなかった。 

Ｂ船は、右舷船首部に設置されていた揚網機により、航行中、歩み

板の位置からは、右舷船首方に死角が生じていた。 

船長Ｂは、右舷船首方の死角を補うため、右舷船尾に甲板員Ｂを配

置して見張りの補助を行わせたうえ、立ち上がったり横に移動したり

するなどして、死角を解消していた。 

船長Ｂは、これまでに何度も上蒲刈島沖を航行したことがあった

が、田戸から出航する船を見たことがなかったので、同所に船はいな

いものと思っていた。また、同所に係船用の桟橋があり、数隻の船が

係船されていることも本事故後に知った。 

本事故後に増設した箇所 船長 
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船長Ａ及び同乗者Ａは、救命胴衣を着用していたが、船長Ｂ及び甲

板員Ｂは、救命胴衣を着用していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、上蒲刈島北方沖を北北西進中、船長Ａが、本件赤灯台に針

路を向けることに意識を向けたまま同じ針路及び速力で航行を続けて

いたことから、Ｂ船に気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ａは、これまでに他船が本件係船ブイに衝突したことがあるこ

とを聞いたことがあったことから、本件係船ブイに接近しないよう本

件赤灯台に針路を向けることに意識を向けていたものと考えられる。 

Ｂ船は、上蒲刈島北方沖を東南東進中、船長Ｂが、右舷方に他船は

いないと思い込み、右舷船首方に死角が生じた状態で同じ針路及び速

力で航行を続けたことから、右舷方から接近するＡ船に気付かず、Ａ

船と衝突したものと考えられる。 

船長Ｂは、東南東方に針路を定めた際、これまでに右舷方の上蒲刈

島田戸付近から出てくる船を見たことがなかったことから、右舷方に

他船はいないものと思い込み、右舷船首方に死角が生じた状態で同じ

針路及び速力で航行を続けたものと考えられる。 

原因 本事故は、上蒲刈島北方沖において、Ａ船が北北西進中、Ｂ船が東

南東進中、船長Ａが、本件赤灯台に針路を向けることに意識を向けた

まま同じ針路及び速力で航行を続け、また、船長Ｂが、右舷方に他船

はいないと思い込み、右舷船首方に死角が生じた状態で同じ針路及び

速力で航行を続けたため、互いに接近していることに気付かず、両船

が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 船長Ａは、本事故後、次の事故防止策をとった。 

・船橋の上部を増設し、常時、船橋内からレーダー及び目視で見張

りが行えるようにした。（写真１参照） 

今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・船長は、航行中、周囲に他船がいないと思い込まず､また特定の

方向ばかりに意識を向けることなくレーダーを活用するなどし

て、周囲の見張りを適切に行うこと。 

 ・船長は、航行中、船首方に死角が生じた場合、立ち上がったり横

に移動したりするなどして、船首死角を補う見張りを行うこと。 

 ・小型船の乗船者は、曝露
ば く ろ

甲板上では、常時、救命胴衣を着用する

こと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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写真２ Ａ船 

 

 
 

 

写真３ Ｂ船 

 


